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令和５年度・第７回農業委員会総会議事録  

 

開 催 日  令和５年１０月２６日（木）  １３：００～１４：３０  

開催場所   樋脇公民館  第 1～第３会議室  

出席委員（１７名）  

議席

番号  
委員名  

議席

番号  
委員名  

議席

番号  
委員名  

１  中原  良治  ２  谷山  信  ３  藥師寺  しげ子  

４  新屋  純子  ５  牧田  信一  ６  小城  義己  

７  木場  祐二郎  ８  中島  弘和  ９  下茂  正憲  

１０  木下  博英  １１  乙須  紀文  １２  有馬  康夫  

１３  永留  智史  １４  山路  一浩  １５  西  裕一郎  

１６  小園  光男  １７  礒道  博和  １８  梶原  拓二  

１９  府  生次      

欠   員  (０名 ) 

欠席委員（２名）  

遅刻委員（０名）  

出席推進委員（２０名）  

議席

番号  
委員名  

議席

番号  
委員名  

議席

番号  
委員名  

２１  山下  武徳  ２２  福壽  久雄  ２３  濵田  義博  

２４  春田  実  ２５  上小川  文男  ２６  大田  実角  

２７  鶴屋  賢了  ２８  廣庭  吉辰  ２９  中川  大樹  

３０  馬渡  義文  ３１  田中  浩徳  ３２  竹田  栄次  

３３  永吉  康之  ３４  徳永  正幸  ３５  徳永  功  

３６  鬼塚  幸男  ３７  豊田  孝之  ３８  古川  梓  

３９  髙木  成寛  ４０  早﨑  麻美子  ４１  辻󠄀  孝一郎  

欠席推進委員（１名）  

事務局出席者  平局長・西局長代理・杉安主幹・梶原主幹・泉Ｇ員・中城Ｇ員   

冨士代職員  

 

薩摩川内市農業委員会会議規則第１４条の規定によって、ここに署名する。 

 

議長（農業委員会会長）                       ㊞  

 

議事録署名者        １１番                 ㊞  

 

             １２番                 ㊞  

 

議事録作成者      局長代理               ㊞  
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令和５年度  第７回農業委員会総会議事録  

 

議事日程「諸般の報告」  

 

５  報  告  

報告第１９号  農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知の専決

処分について  

報告第２０号  非農地証明発行の専決処分について  

報告第２１号  農地転用事実証明願の専決処分について  

 

６  議  事  

議案第７４号   農地法第４条の規定による農地等の転用許可申請承認に

ついて（知事処分）  

議案第７５号  農地法第５条の規定による農地等の所有権移転・売許可申  

請承認について（知事処分）  

議案第７６号  農地法第５条の規定による農地等の所有権移転・贈許可申  

請承認について（知事処分）  

議案第７７号  農地法第５条の規定による農地等の貸借権設定許可申請  

承認について（知事処分）  

議案第７８号  農地法第５条の規定による農地等の使用貸借権設定許可  

申請承認について（知事処分）  

議案第７９号  非農地証明願承認について  

議案第８０号  農地法第３条の規定による農地等の所有権移転・売許可申  

請承認について  

議案第８１号  農地法第３条の規定による農地等の所有権移転・贈許可申  

請承認について  

議案第８２号  農地法第３条の規定による農地等の地上権設定・許可申請  

承認について  

議案第８３号  農用地利用集積計画案 （利用権設定）の意見決定について  

議案第８４号  農用地利用集積計画案（農地中間管理権設定）の意見決定  

について  

 

７  その他  

⑴   現地調査及び総会の日程等について  

⑵   その他  

 

【１３：００開会】  
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議   長   ただ今から、第７回薩摩川内市農業委員会総会を開催いたしま

す。局長に委員の出席状況を報告させます。  

 

局   長   委員の出席状況について、報告いたします。  

定数１９名、現在員数１９名、出席委員１７名、欠席委員は２名  

で２番：谷山隆信委員、１３番永留智史委員であり、欠席届が提  

出されております。  

なお、本日出席の農地利用最適化推進委員は２０名で、欠席委  

員は１名で３０番：馬渡義文委員であり、欠席届が提出されてお  

ります。以上で報告を終わります。  

 

議   長   お聞きのとおり、本会は農業委員等に関する法律第２７条第３  

項の規定により、出席委員は過半数に達しているため有効に成立  

いたしました。それでは本日の総会を、会次第により進めて参り  

ます。  

まず、主要事務処理経過報告について、事務局の説明をお願い  

します。  

 

局長代理  主要事務処理経過報告について説明いたします。  

総会資料の１ページをご覧ください。  

１０月５日は常設審議委員会がアートホテルかごしまで開催さ

れ、  

事務局職員が出席しています。  

５日と６日が定例の現地調査です。  

また、１１日が女性の新任委員初任者研修会が本庁舎５０２会  

議室で開催され、女性委員が出席されております。  

１６日が第１回農業委員会だより編集委員会と第６回運営委員

会が本庁舎１０１会議室で開催されています。  

そして、本日第７回農業委員会総会が樋脇公民館で開催となっ

ています。以上、説明を終わります。  

 

議   長   主要事務処理経過報告が事務局よりございました。  

それでは、只今の報告につきまして、皆様方から何か御質疑ご

ざいませんか。  

 

委   員           （なしの声あり）  

 

議   長   なしということですので、主要事務処理経過報告を終ります。  

次は、議事録署名者の選任ですが、こちらの方で指名してよろ
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しいでしょうか。  

 

委   員            （はいの声あり）   

 

議     長   ご異議ございませんので、  

１１番：乙須  紀文  委員              

１２番：有馬  康夫  委員にお願いいたします。  

それでは、さっそく、会次第５の報告に入らせていただきま  

す。  

まず、報告第１９号「農地法第１８条第６項の規定による合意解約

通知の専決処分について」を議題とします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

局長代理   報告第１９号を説明いたします。資料は２ページをご覧くださ

い。  

今月の合意解約は受理番号３９番から４０番までの２件です。

登記地目  田３筆 3,636 ㎡、畑 1 筆 935 ㎡、合計４筆 4,571 ㎡の合

意解約通知がありました。  

このうち、農地流動化促進事業補助金の返納はありません。  

薩摩川内市農業委員会規則第５条第１項第３号の規定に基づき、

処理いたしましたので報告いたします。  

以上で、報告第１９号に係る説明を終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局より報告第１９号の説明が終りました。これに

つきまして、何か御質疑、御意見はございませんか。  

 

委員・推進委員       （なしの声あり）  

 

議   長   質疑がありませんので、報告第１９号を終ります。  

次は報告第２０号「非農地証明発行の専決処分について」を議

題とします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

局長代理   報告第２０号を説明いたします。資料は３ページから５ページ

をご覧ください。  

今月の証明発行願いは、受理番号５９番から７０番までの１２

件で、登記地目  田１５筆 6,133 ㎡、畑３筆 742 ㎡、合計１８筆

6,875 ㎡の証明発行願が提出されました。  

非農地の議決内容につきましては、備考欄の議決日、議決番号
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をそれぞれご参照ください。  

何れも農地法第２条第１項に規定する農地では無いことを証明

する非農地判断議決済みであり、申請には妥当性があると認めら

れることから、薩摩川内市農業委員会非農地証明書の発行基準５

の規定により処理いたしましたので報告いたします。  

以上で、報告第２０号に係る説明を終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局より報告第２０号の説明が終りました。これに

つきまして、御質疑、御意見はございませんか。  

 

委員・推進委員       （なしの声あり）  

 

議   長   質疑がありませんので、報告第２０号を終ります。  

次に、報告第２１号「農地転用事実証明願の専決処分について」

を議題といたします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

局長代理   報告第２１号を説明いたします。資料は６ページをご覧くださ

い。  

今月は、受理番号９番から１０番の２件で、登記地目  田 1 筆

414.59 ㎡、畑１筆 265 ㎡合計 2 筆 679.59 ㎡の農地転用事実証明

願が提出されました。薩摩川内市農業委員会規則第５条第１項第

４号の規定に基づき、会長が専決処分を行いましたので報告いた

します。  

許可年月日、転用目的については、それぞれご参照ください。  

いずれも、転用目的どおり実行されていますが、現在まで不動

産登記法に係る地目の変更登記がされておらず、今般地目の変更

登記に必要な転用許可証を紛失されており、当該証明願いが提出

されたものです。  

なお、現地確認については、下茂  正憲  委員が調査され、転

用目的どおり利用されていることを確認していただきました。  

以上で、報告第２１号に係る説明を終わります。  

 

議   長   ただ今、事務局より報告第２１号の説明が終わりました。これ  

につきまして、御質疑、御意見はございませんか。  

 

委員・推進委員       （なしの声あり）  

 

議   長   質疑がありませんので、報告第２１号を終ります。  
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それでは会次第６の議事に入ります。  

議案第７４号「農地法第４条の規定による農地等の転用許可申請  

承認について」を議題とします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

梶原主幹   議案第７４号を説明いたします。資料は７ページをご覧くださ

い。農地判定の根拠及び位置図・調査表につきましては、備考欄

をご覧ください。  

今月の申請は、受理番号１３番、１４番までの２件で、登記地

目  畑３筆３，５１８㎡の申請がありました。  

内容としましては、１３番は、貸資材置場を整備されるもので

す。また、一部施工済のため始末書添付となっています。  

１４番は、土地の有効利用のため、桜を植え、山林を整備する

ものです。  

以上２件、申請内容を転用許可法令一般基準、各項による書類

審査及び現地調査を行い提案いたしました。  

以上で議案第７４号に係る説明を終わります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。  

ここで、申請地を事前に現地調査を行っていますので、調査員

の報告をお願いします。  

 

新屋委員  ４番新屋が１３番を報告いたします。  

     １０月６日、山下委員と事務局西職員と現地調査を実施しまし

たので、報告します。  

位置図３ページ、調査表２ページをご覧ください。  

       申請地の現況は、畑で耕作されていませんでした。  

       申請書に添付してあります被害防除計画書には妥当性があり、  

現地調査の内容は、調査票に記載してあるとおりです。  

       以上のことから、申請は、農地法関係法令には抵触せず許可相  

当と判断しました。  

 

西  委員   １５番  西が、１４番を報告します。  

１０月６日、早﨑推進委員と事務局  長沼職員と現地調査を実

施しましたので、報告します。  

 

位置図４ページ、調査表２ページをご覧ください。  

      申請地の現況は、畑で耕作されていませんでした。  

      申請書に添付してあります被害防除計画書には妥当性があり、現  
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地調査の内容は、調査票に記載してあるとおりです。  

      以上のことから、申請は、農地法関係法令には抵触せず許可相当

と判断しました。  

 

議   長   ただ今、調査員の報告が終りました。  

質疑に入ります。御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員       （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、一括して採決いたします。  

議案第７４号については、原案のとおり許可相当と意見決定す

ることに賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員           （挙  手）  

 

議   長   賛成全員であります。議案第７４号は、原案のとおり承認され

ましたので、許可意見を付して鹿児島県知事に書類を進達すること

に決定いたします。  

次は、議案第７５号「農地法第５条の規定による農地等の所有

権移転・売許可申請承認について」を議題とします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

梶原主幹   議案第７５号を説明いたします。資料は８ページから９ページ

をご覧ください。農地判定の根拠及び位置図・調査表につきまし

ては、備考欄をご参照ください。  

今月の申請は、受理番号９０番から９５番までの６件で、登記

地目  田  ２筆１，０２６㎡、畑５筆１，５５６㎡、合計７筆２，

５８２㎡の申請がありました。  

内容について説明いたします。  

９０番、９１番、９３番から９５番は、一般住宅の目的で申請

されるものです。  

９２番は、資材置場の目的で申請されるものです。  

以上５件、申請内容を転用許可法令一般基準、各項による書類

審査及び現地調査を行い提案いたしました。  

以上で議案第７５号に係る説明を終わります。  

 

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、事前に申請地の  

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  
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小城委員  ９０番から９２番を報告いたします。  

     ６番  小城が、９０番９１番９２番を続けて報告します。  

去る１０月５日  徳永推進委員と事務局の梶原・中城職員と現  

地調査を実施しましたので報告いたします。  

まず９０番です。位置図５ページ、調査表３ページをご覧く

ださい。申請地の現況は、畑でブルーベリーが植えてありまし

た。  

        続きまして９１番です。位置図６ページ、調査表４ページをご

覧ください。申請地の現況は、畑ですが耕作されていませんでし

た。  

        続きまして９２番です。位置図７ページ、調査表５ページをご

覧ください。申請地の現況は、田ですが耕作されていませんでし

た。  

いずれの３箇所も申請書に添付してあります被害防除計画書

には妥当性があり、現地調査の内容は、調査票に記載してあると

おりです。  

        以上のことから、９０番９１番９２番の申請は、農地法関係法

令には抵触せず許可相当と判断しました。  

 

下茂委員  ９番下茂が９３番を報告いたします。  

去る１０月５日  辻󠄀委員と事務局の長沼・杉安職員と現地調査  

を実施しましたので報告いたします。  

位置図６ページ、調査表８ページをご覧ください。  

申請地の現況は、田ですが耕作されていませんでした  

申請書に添付してあります被害防除計画書には妥当性があり、  

現地調査の内容は、調査票に記載してあるとおりであります。  

以上のことから、申請は、農地法関係法令には抵触せず許可相  

当と判断しました。  

 

新屋委員  ４番新屋が９４番を報告いたします。  

調査日、調査委員は前に述べましたとおりです。  

位置図９ページ、調査表７ページをご覧ください。  

申請地の現況は、畑ですが耕作されていませんでした  

申請書に添付してあります被害防除計画書には妥当性があり、 

現地調査の内容は、調査票に記載してあるとおりであります。  

以上のことから、申請は、農地法関係法令には抵触せず許可相

当と判断しました。  
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下茂委員  ９番下茂が９５番を報告いたします。  

調査日、調査委員は前に述べましたとおりです。  

位置図１０ページ、調査表８ページをご覧ください。  

申請地の現況は、畑ですが耕作されていませんでした。  

申請書に添付してあります被害防除計画書には妥当性があり、

現地調査の内容は、調査票に記載してあるとおりであります。 

以上のことから、申請は、農地法関係法令には抵触せず許可相  

当と判断しました。  

 

議   長    ただ今、調査員の報告が終りました。  

質疑に入ります。御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員       （なしの声あり）  

 

議   長    ないようですので、一括して採決いたします。  

議案第７５号については、原案のとおり許可相当と意見決定す

ることに賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員         （挙  手）  

 

議   長   賛成全員であります。議案第７５号は、原案のとおり承認され

ましたので、許可意見を付して鹿児島県知事に書類を進達するこ

とに決定いたします。  

次に、議案第７６号「農地法第５条の規定による農地等の所  

有権移転・贈許可申請承認について」を議題とします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

梶原Ｇ長   議案第７６号を説明いたします。資料は１０ページをご覧くだ

さい。農地判定の根拠及び位置図・調査表につきましては、備考

欄をご参照ください。  

今月の申請は、受理番号９６番の１件で、登記地目  畑４筆  

５１８．３７㎡の申請がありました。  

内容について説明いたします。  

９６番は、申請地の贈与を受け、一般住宅と通路を整備するも

のです。１３６９番２の一部  ７７７㎡のうち、７．２７㎡と１

３７５番１の一部  ３０３㎡のうち７１㎡は通路となります。  

以上１件、申請内容を転用許可法令一般基準、各項による書類

審査及び現地調査を行い提案いたしました。  

以上で議案第７６号に係る説明を終わります。  
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議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、事前に申請地の

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

 

新屋委員   ４番新屋が９６番を報告いたします。  

調査日、調査委員は前に述べましたとおりです。  

位置図１１ページ、調査表９ページをご覧ください。  

申請地の現況は、畑ですが耕作されています。  

申請書に添付してあります被害防除計画書には妥当性があり、  

現地調査の内容は、調査票に記載してあるとおりであります。  

以上のことから、申請は、農地法関係法令には抵触せず許可相  

当と判断しました。  

 

 

議   長   ただ今、調査員の報告が終りました。  

質疑に入ります。御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員       （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、一括して採決いたします。  

議案第７６号につきまして、原案のとおり意見決定することに

賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員           （挙  手）  

 

議   長   賛成全員であります。  

議案第７６号につきまして、原案のとおり意見決定することに

決しました。許可意見を附して鹿児島県知事に書類を進達するこ

とに決定します。  

次の議案第７７号「農地法第５条の規定による農地等の貸借  

権設定許可申請承認について」を議題としますが、９７番、９８

番、１００番は、議案第８２号「農地法第３条の規定による農地

等の地上権設定許可申請承認について」と関連がありますので、

後で審議いたします。  

まず、議案第７７号９９番について、事務局の内容説明をお願

いします。  

 

梶原主幹   議案第７７号、９９番について説明いたします。資料は１２ペ

ージをご覧ください。１２ページの上段になります。農地判定の
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根拠及び位置図・調査表につきましては、備考欄をご参照くださ

い。  

今月の申請は、受理番号９７番から１００番までの４件で、登

記地目  田７筆  ５．７１㎡  畑３筆  ２，０８３㎡、合計１０

筆  ２，０９３ .７１㎡の申請がありました。  

９９番について、説明いたします。申請地を借り受けて、砂利

採取するための一時転用の目的で申請されるものです。  

６１０５番１４９  山林  外２０筆  実測面積  

１４，０４０．６９㎡となります。  

以上１件、申請内容を転用許可法令一般基準、各項による書類

審査及び現地調査を行い提案いたしました。  

以上で議案第７７号９９番に係る説明を終わります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、事前に申請地の  

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

 

下茂委員  ９番下茂が９９番を報告いたします。  

調査日、調査委員は前に述べましたとおりです。  

位置図１４ページ、調査表１２ページをご覧ください。  

申請地の現況は、畑ですが耕作されていませんでした  

申請書に添付してあります被害防除計画書には妥当性があり、  

現地調査の内容は、調査票に記載してあるとおりであります。  

以上のことから、申請は、農地法関係法令には抵触せず許可相  

当と判断しました。  

 

 

議   長   ただ今、調査員の報告が終りました。  

質疑に入ります。御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員        （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、採決いたします。  

議案第７７号９９番については、原案のとおり許可相当と意見

決定することに賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員            （挙  手）  

 

議   長    賛成全員であります。議案第７７号９９番は原案のとおり承認さ

れましたので、許可意見を付して鹿児島県知事に書類を進達するこ
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とに決定いたします。  

次に、議案第７８号「農地法第５条の規定による農地等の使  

用貸借権設定許可申請承認について」を議題とします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

梶原主幹   議案第７８号を説明いたします。資料は１３ページをご覧くだ

さい。農地判定の根拠及び位置図・調査表につきましては、備考

欄をご参照ください。  

今月の申請は、受理番号１０１番の１件で、登記地目  田１筆

７４６㎡の申請がありました。  

内容といたしましては、１０１番は、申請地を父から借り受け

て、一般住宅の目的で申請されるものです。  

仮換地実測５０３．９４㎡となっており、一般住宅５００㎡を

超過しているため、分筆しても土地の有効利用が困難で家庭菜園

等を行う等の地積超過理由書が添付されています。  

以上１件、申請内容を転用許可法令一般基準、各項による書類

審査及び現地調査を行い提案いたしました。  

以上で議案第７８号に係る説明を終わります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、事前に申請地の

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

 

下茂委員  ９番下茂が１０１番を報告いたします。  

調査日、調査委員は前に述べましたとおりです。  

位置図１６ページ、調査表１４ページをご覧ください。  

申請地の現況は、畑ですが耕作されていません。  

申請書に添付してあります被害防除計画書には妥当性があり、 

現地調査の内容は、調査票に記載してあるとおりであります。  

以上のことから、申請は、農地法関係法令には抵触せず許可

相当と判断しました。  

 

議   長     ただ今、調査員の報告が終りました。  

質疑に入ります。御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員        （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、採決いたします。  

議案第７８号については、原案のとおり許可相当と意見決定す

ることに賛成の方の挙手を求めます。  
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全  委  員            （挙  手）  

 

議   長   賛成全員であります。議案第７８号は原案のとおり承認されま

したので、許可意見を付して鹿児島県知事に書類を進達すること

に決定いたします。  

次は、議案第７９号「非農地証明願承認について」を議題とし  

ます。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

梶原主幹   議案第７９号を説明いたします。資料は１４ページをご覧くだ

さい。位置図・調査表につきましては、備考欄をご参照ください。  

今月の申請は、１９番の１件で、登記地目  田１筆  ３８５㎡の

非農地証明願が申請されました。  

内容といたしましては、１９番は、平成６年の国土調査の以前

から耕作しておらず、筆界未定の雑種地状態で利用されており、

近年、筆界未定が解消されたものです。砕石等で雑種地化してお

り、雑種地へ地目変更するための申請です。  

従って、非農証明書を添えて法務局において、地目の変更申請

手続きによる登記官の現況判断で、農地以外の登記簿の地目変更

が可能となるため、農地法第２条第１項に規定する農地では無い

ことを証明する当該証明願いが提出されたことにより、提案いた

しました。  

以上で、議案第７９号に係る説明を終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、事前に申請地の

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

 

小城委員  ６番  小城が、１９番を報告します。  

調査日・調査員は先ほどのとおりです。  

位置図１７ページ、調査表１５ページをご覧ください。  

先ほど、事務局から説明のとおり、申請地を含む筆界未定が解  

消されましたが、国土調査の終了以前から砕石が敷かれ、隣接の

土地と同様な状態で利用されており、現地調査で確認し、雑種地  

化しておりました。  

周辺農地等への影響もないことから、本市非農地証明書の発行基

準を満たしており、証明書を発行すべきと考えます。以上です。 
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議   長   ただ今、調査員の報告が終りました。  

 質疑に入ります。何か御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員       （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、採決いたします。  

議案第７９号については、原案のとおり処分決定することに賛

成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員          （挙  手）   

 

議   長   賛成全員であります。議案第７９号「非農地証明願承認につい

て」は原案どおり決定されました。  

次は、議案第８０号「農地法第３条の規定による農地等の所有

権移転・売許可申請承認について」を議題とします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

梶原主幹   議案第８０号を説明いたします。資料は１５ページから１６ペ

ージをご覧ください。位置図・調査表につきましては、備考欄を

ご参照ください。  

今月の申請は、受理番号９５番から１００番の６件で、田４筆

４，７３７㎡、畑５筆２，１７１㎡、合計９筆６，９０８㎡の申

請がありました。  

申請理由は、譲受人の「規模拡大」「営農開始」等、譲渡人の「労

力不足」等により、それぞれ売買されるものです。  

９７番、９８番は、新規営農で営農計画書が添付されています。  

申請内容を農地法第３条第２項各号に規定する、農地の取得要

件について審査いたしました結果、機械力・労働力・技術力に係

る全部効率要件、及び農作業従事日数、集団化、効率的且つ、総

合的な利用に係る、地域調和要件の何れにも抵触しないと認めら

れます。  

従いまして、何れの申請地も農地以外の目的で売買されるもの

ではありません。  

以上のようなことから、申請は許可要件の全てを満たしている

と判断し提案いたしました。以上で、議案第８０号に係る説明を

終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、申請地を事前に  

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  
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小城委員  ６番  小城が、９５番から９７番を報告いたします。  

     調査日・調査員は先ほどのとおりです。  

まず９５番です。位置図１８ページ、調査表１６ページをご覧  

ください。申請地の現況は田で耕作されていました。水稲を耕作

する予定です。  

続きまして９６番です。位置図１９ページ、調査表１７ページ  

をご覧ください。  

申請地の現況は畑で、きちんと管理されている状況でした。野

菜等を植える予定になっております。  

続きまして９７番です。位置図２０ページ、調査表１８ページ

をご覧ください。申請地の現況は畑で耕作されていました。申請

者は引き続き野菜を作る予定となっております。  

いずれの３件も権利取得者は、規模拡大のための権利取得です。 

経営意欲も高く、全部効率要件及び地域調和要件ともに問題はな

く、申請は許可相当と考えます。  

 

下茂委員  ９番下茂が９８番を報告いたします。  

      調査日・調査員は先ほどのとおりです。  

位置図２１ページ、調査表１９ページをご覧ください。申請地

の現況は畑で現在も耕作されております。  

権利取得者は、規模拡大のための権利取得で、野菜を栽培予定

です。経営意欲も高く、全部効率要件及び地域調和要件ともに問

題はなく、申請は許可相当と考えます。  

 

山路委員     １４番  山路が９９番を報告します。  

１０月６日  馬渡推進委員と事務局梶原・中城職員と現地調査

を実施しましたので報告します。  

位置図２２ページ、調査表２０ページをご覧ください。申請地は

規模拡大のための権利取得です。申請地は、田で現在耕作されて

いました。  

経営意欲も高く、全部効率要件及び地域調和要件ともに問題は  

なく、許可相当と判断します。以上です。  

 

西  委員  １５番  西が、１００番を報告します。  

調査日・調査員は先ほどのとおりです。  

位置図  ２３ページ、調査表  ２１ページをご覧ください。  

申請地の現況は、畑で耕作されていました。  

権利取得者は、規模拡大のための権利取得です。  
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経営意欲も高く、全部効率要件及び地域調和要件ともに問題  

はなく、申請は許可相当と考えます。以上です。  

 

議   長     ただ今、調査員の報告が終りました。  

 質疑に入ります。何か御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員       （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、一括して採決いたします。  

議案８０号につきまして、原案のとおり意見決定することに賛

成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員           （挙  手）  

 

議   長   賛成全員であります。議案第８０号は、原案のとおり許可する

ことに決定いたします。  

次は、議案第８１号「農地法第３条の規定による農地等の所  

有権移転・贈許可申請承認について」を議題とします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

梶原主幹   議案第８１号を説明いたします。資料は１７ページから１９ペ

ージをご覧ください。位置図・調査表につきましては備考欄をご

参照ください。  

今月の申請は、受理番号１０１番から１０５番の５件で、登記

地目  田１５筆１６，７９６㎡、畑５筆３，８８１㎡、合計２０

筆２０，６７７㎡の申請がありました。  

申請理由といたしましては、いずれも「親子間」「知人間」等の

贈与によるものです。  

１０２番、１０３番は、新規営農で営農計画書が添付されてい

ます。  

申請内容を農地法第３条第２項各号に規定する、農地の取得要

件について審査いたしました結果、機械力・労働力・技術力に係

る全部効率要件及び農作業従事日数、集団化、効率的かつ総合的

な利用に係る地域調和要件の何れにも抵触しないと認められます。 

従いまして、いずれの申請地も農地以外の目的で贈与されるも

のではありません。  

以上のようなことから、許可要件の全てを満たしていると判断

し提案いたしました。  

以上で、議案第８１号に係る説明を終ります。  
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議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、申請地を事前に

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

 

梶原委員  １８番  梶原が、１０１番及び１０２番を報告します。  

１０月６日、高木推進委員と事務局  杉安・田上職員と現地調

査を実施しましたので、報告します。  

 １０１番  位置図２４・２５  ページ、調査表２２ページをご覧  

ください。親から子への受贈による権利取得です。  

申請地は全て耕作されています。  

経営意欲も高く、全部効率要件及び地域調和要件ともに問題は  

なく、許可相当と判断します。  

  １０２番  位置図２６ページ、調査表２３ページをご覧くださ  

い。知人間による受贈による権利取得です。  

権利取得予定者は新規就農で営農計画書が添付されています。  

申請地は耕作されていました。申請地は「袋地」ですが  進入

路は確保されている状況です。  

経営意欲も高く、農業経験もあり、また、地域調和要件ともに  

問題はなく、許可相当と判断します。以上です。  

 

新屋委員   ４番  新屋が１０３番を報告いたします。  

      調査日・調査員は先ほどのとおりです。  

      位置図２７ページ、調査表２４ページをご覧ください。  

      申請地の現況は畑で耕作されています。  

      権利取得者は規模拡大の為の権利取得で、野菜及び果樹を栽培予  

定です。経営意欲も高く、全部効率要件、地域調和要件ともに問題  

はなく、許可相当と判断します。以上です。  

 

西  委員   １５番  西が１０４番・１０５番を報告します。  

調査日・調査員は先ほどのとおりです  

      まず、１０４番は、位置図  ２８ページ、調査表  ２５ページを  

ご覧ください。申請地の現況は、田で耕作されていました。  

続いて、１０５番は、位置図２８・２９ページ、調査表２６ペー  

ジをご覧ください。申請地の現況は、田・畑各１筆は耕作されて  

いましたが、残りの田２筆は、耕作されていませんでした。  

親から譲り受け営農をするための権利取得で、経営意欲も高く、

全部効率要件及び地域調和要件ともに問題なく、申請は許可相当

と考えます。以上です。  
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議   長   ただ今、調査員の報告が終りました。  

 質疑に入ります。何か御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員       （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、一括して採決いたします。  

議案第８１号については、原案のとおり処分決定することに賛

成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員          （挙  手）  

 

議   長  賛成全員であります。議案第８１号は、原案のとおり許可す  

ることに決定いたします。  

 

議   長   次は、議案第８３号「農用地利用集積計画案（利用権設定）の意

見決定について」、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項に基づ

き市長部局より提出されましたので、当委員会の意見について審議

を求めるものであります。  

なお、農業委員会等に関する法律第３１条に「議事参与の制限」

に関する議案は受理番号８６番と８７番です。  

まず、議事参与を除く案件について審議いたします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

梶原Ｇ長   議案第８３号を説明いたします。資料は２１ページから２３ペ

ージをご覧ください。  

今月の申請は、畑１０，８９９㎡の申請がありました。  

利用権設定３件中、認定農業者等に係わる分は２件です。  

議事参与案件を除く案件について説明いたします。  

議事参与案件を除く受理番号８８番については、申請内容を農

業経営基盤強化促進法第１８条第３項の規定に基づき審査いたし

ました結果、申請は許可要件の全てを満たしていると判断し提案

いたしました。  

以上で、説明を終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。  

質疑に入ります。何か御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員        （なしの声あり）  
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議   長   ないようですので、一括して採決いたします。  

議案第８３号議事参与案件を除く、受理番号８８番につきまし

て、原案のとおり意見決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

全  委  員           （挙  手）  

 

議   長   賛成全員であります。議案第８３号、議事参与案件を除く受理

番号８８番について、原案のとおり意見決定いたします。  

次は、議案第８３号、受理番号８６番と８７番に係る議事参与

案件について審議に入ります。  

小城  義己  委員は、農業委員会等に関する法律第３１条「議事

参与の制限」を受けますので、退席をお願いします。  

 

小城委員          （退席・退室）  

 

議   長   議案第８３号、受理番号８６番と８７番に係る議事参与案件に

つきまして、事務局の内容説明をお願いします。  

 

梶原Ｇ長   農業委員会等に関する法律第３１条「議事参与の制限」を受け

る議案第８３号８６番及び８７番に係る利用権設定の受人が、当

委員会農業委員の小城委員  本人ですので、内容説明いたします。

資料は２２ページをご覧ください。  

受理番号８６番及び８７番の申請内容を農業経営基盤強化促進

法第１８条第３項の規定に基づき審査いたしました結果、申請は

許可要件の全てを満たしていると判断し提案いたしました。  

以上で、説明を終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。  

質疑に入ります。御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員          （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、採決いたします。  

議案第８３号、受理番号８６番と８７番に係る議事参与案件は、

原案のとおり意見決定することに賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員           （挙  手）  

 

議   長   賛成全員であります。議案第８３号、受理番号８６番と８７番
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に係る議事参与案件は原案のとおり意見決定いたします。  

小城委員の入室をお願いします。  

 

小城委員           （入室・着席）  

 

議   長   議案第８３号は、原案のとおり意見決定されましたので薩摩川内

市長へ許可意見を付して書類送達することといたします。  

次は、議案第８４号「農用地利用集積計画案（農地中間管理権

設定）の意見決定について」、農業経営基盤強化促進法第１８条第

１項に基づき市長部局より提出されましたので、当委員会の意見

について審議を求めるものでございます。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

梶原主幹   議案第８４号を説明いたします。資料は２４ページから２８ペ

ージをご覧ください。  

今月の申請は、田４，９２１㎡、畑１３，９１５㎡、合計１８，

８３６㎡の申請がありました。  

管理権設定１６件中、認定農業者等に係る分は１５件です。  

申請内容を農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５

項各号の規定に基づき農用地利用の配分計画を審査いたしました

結果、申請は許可要件の全てを満たしていると判断し提案いたし

ました。  

以上で、説明を終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。  

質疑に入ります。何か御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員     （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、一括して採決いたします。  

議案第８４号につきまして、原案のとおり意見決定することに

賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員           （挙  手）  

 

議   長   賛成全員であります。議案第８４号「農用地利用集積計画案（農

地中間管理権設定）の意見決定について」は、原案のとおり意見決

定されましたので薩摩川内市長へ許可意見を付して書類送達する

ことといたします。  
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議   長    以上で本日の議案の審議は、全て終りました。  

次は、会次第７のその他に入ります。  

１１月の申請等現地調査及び総会の日程について事務局の説明を  

お願いします。  

 

局長代理   つづきまして、１１月行事予定（案）について説明いたします。

お手元に配付しております行事予定（案）をご覧ください。  

まず、現地調査ですが、１０日（金）が本土川内地域、９日（木）

が本土４支所の予定です。調査員は記載のとおりです。  

また、議案提出状況により調査コース、時間等の調整を事務局

で行い連絡いたします。甑地域におかれましても、同様に調整を

お願いします。  

本庁班は、午前８時１０分までに農業委員会事務局にご集合く

ださい。  

支所班は、各支所で集合解散とし、いずれも午前中までには終

了予定です。  

それから、下段に記載の１１月総会は１１月２７日（月）午後

１時から、次回は、樋脇公民館を予定しています。  

裏面は１１月から１２月の行事予定を記載してあります。  

１１月６日が女性農業委員と農業委員会会長との意見交換会及

び常設審議委員会、 11 月７日から１１月８日にかけて農業委員会

先進地研修が栃木県足利市、 11 月２１日から１１月２２日にかけ

て山口県山陽小野田市で開催されます。この農業委員会先進地研

修については、最適化推進会議で詳しく説明いたします。  

次に、１１月１３日から１１月１４日にかけて九州・沖縄ブロ

ック研修会が熊本県ＡＮＡグランドプラザホテルで開催されます。

女性委員の方々はよろしくお願いいたします。  

１１月１９日に産業祭＆ＪＡフェスタが川内総合運動公園で開

催されます。  

１１月は様々な行事がありますが、委員の皆様方は、お忙しい

中、恐縮ですが、日程調整方よろしくお願いいたします。  

その他の行事は今後の予定等にお役立てください。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りましたが、この件について  

ご質問、ご意見等はございませんか。  

 

委員・推進委員        （なしの声あり）  
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議   長   そのほかに、事務局から何かございませんか。  

 

事務局           （なし）  

 

議   長   それでは、全体的に何かございませんか。  

 

委  員・推進委員      （なしの声あり）  

 

 

議   長   ないようですので、これをもちまして第７回薩摩川内市農業委

員会総会を閉会いたします。  

 

局長代理  皆さん、ご起立下さい。一同礼。ご着席ください。  

       

 「閉  会」       【終了  １４：２０  】  

 

 


